
◆後見人等に対する報酬助成申請をされる方へ 

 

成年後見制度を利用している新発田市にお住まいの方で、一定の要件に該当し、財産状況等から成年

後見人、保佐人、補助人（以下「後見人等」）に支払う報酬を負担することが困難であると認められる場

合は、新発田市成年後見制度利用支援事業により、後見人等の報酬の助成を受けることができます。 

後見人等に対する報酬の助成を希望し、下記の要件に該当する場合は、必要となる申請書類を作成の

うえ、各申請窓口へ提出ください。 

 

1.申請できる人 原則として市内に住所がある被後見人等（成年被後見人、被保佐人、被補助人）。た

だし、本市内の施設等への入居、入所又は入院に伴って転入した方は、市長が必要と

認めた方に限ります。なお、後見人等による代理申請も可能です。 

2.対象要件 後見人等が 4 親等内の親族以外であり、被後見人等が次の(1)、(2)のいずれかに該

当する方。 

(1) 生活保護法の被保護者 

(2) 資産、収入等の状況が次のいずれにも該当し、(1)に準ずると認められる方 

ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること。 

イ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

ウ 世帯の年間収入（非課税年金等を含む。）の合計額から後見人等への報酬の額を

差し引いた額が、単身世帯で 150万円、世帯員が 1人増えるごとに 50万円を加算

した額以下であること。 

エ 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で 100万円、世帯員が 1人増えるごとに 50万

円を加算した額以下であること。 

オ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

3.対象期間 報酬付与の審判に係る対象期間 

ただし、その対象期間の終期の日から起算して前 2年間の範囲とします。 

4.申請期限 報酬付与の審判があった日から起算して 1年以内 

5.助成金の額  月額 2万 8,000円（上限） 

※後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たない場合はその額を助成金の額としま

す。 

6.改正の適用 平成 30年 4月 1日以降の活動に対する報酬について適用します。平成 30年 3月 31

日以前の活動に対する報酬については、改正前の要綱が適用されます。 

7.申請書類 (1)成年後見制度利用支援事業助成申請書（第 1号様式） 

(2)後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し 

(3)家庭裁判所に提出した財産目録の写し 

(4)収入・資産等申告書（第 2号様式）及び収入・資産等を証する書類 

8.申請窓口 知的障がい者・精神障がい者：社会福祉課 ふれあい福祉センター（電話：0254-20-3050） 

認知症高齢者：高齢福祉課高齢福祉係（電話：0254-28-9200） 

〒957-8686  新潟県新発田市中央町 3丁目 3番 3号 

 


